
３　経営規模等評価申請書の記載の仕方
①　様式第２５号の１４　経営規模等評価申請書（２０００１帳票）
様式第二十五号の十四（第十九条の七、第二十条、第二十一条の二関係）

建設業法第27条の26第２項の規定により、経営規模等評価の申請をします。
建設業法第27条の28の規定により、経営規模等評価の再審査の申立をします。
建設業法第27条の29第１項の規定により、総合評定値の請求をします。

この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。
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代 表 者 又 は 個 人 の 氏 名
の フ リ ガ ナ

商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

処 理 の 区 分
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申 請 等 の 区 分

代 表 者 又 は
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記載例

〒 ９６０－８６７０
福島市杉妻町２－１６
株式会社福島建設工業
代表取締役 福島 一郎

行政庁記入欄につき、申請者は記載
しないで下さい。

右詰、左余白は「０」で埋め
てください。

大臣許可は「００」、知事許可「０
７」を記入します。

前回申請から許可番号が変わった方のみ、前回申請
時の許可番号を記入します。

記入要領のコード表から記入。右欄は
該当する場合のみ記入。

企業の単独決算の資本金額（出資総額）を記入

（Yを単独決算で受審した場合は、「経営状況分析結果通知書」の「資本金」と同額）
（Ｙを連結で受審している場合は、別記様式第１５号の資本金の額となる。）申請者が個人の場
合は、記入しません。

濁音「゛」、半濁音「゜」は、記載例のように、併せて
１文字として記載して下さい。

組織の形態（「（株）」「（有）」等）を忘れずに記載して下さい。

姓と名の間は１マス空けてください。

市町村コードを記入します。別添の一覧を参照して下さい。不明の
場合は、担当者に確認して下さい。

市町村に続く町名、大字、字、地番等を記載して下さい。
（市町村名は、市町村コードで判別されるため、この欄には記載不要です。）

申請時に有している建設業許可について、一般の場合は「１」、
特定の場合は「２」を記入します。

経営規模等評価を受けようとする工事
種別全てに「９」を記載します。

法人のみ記入。
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３　経営規模等評価申請書の記載要領

審査対象

1.基準決算
2.２期平均

経営状況分析を受けた機関の名称

工事種類別完成工事高、工事種類別元請完成工事高については別紙一による。
技術職員名簿については別紙二による。
その他の審査項目（社会性等）については別紙三による。

経営規模等評価の再審査の申立を行う者については、次に記載すること。

連絡先

所属等 営業第一課 杉妻　二郎 ０２４－５２１－７４５２

ファックス番号 ０２４－５２１－７９５０

電話番号

　（一財）建設業情報管理センター

再　　審　　査　　を　　求　　め　　る　　理　　由

令和　　　年　　　月　　　日

２ ０

第　　　　　　　　号

審　　査　　結　　果　　の　　通　　知　　番　　号 審　　査　　結　　果　　の　　通　　知　　の　　年　　月　　日
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基 準 決 算 ０自 己 資 本 額 １ ７
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,

利益額の2期平均を記入

別紙二「技術職員名簿」に記載された技術職員の合計数と一致します

２期平均を選択した場合は、平均値を記入してください。
その際、千円未満の端数は切り捨てます。

規則別記様式１６の「損益計算書」の営業利益の額と、
「法人税申告書別表１６（１）（旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に
関する明細書）及び（２）（旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関す
る明細書）」に記載の減価償却額の実施額から記載します。

決算期が１２ヶ月に満たない場合等の換算方法は現行の完成工事高と同じ。

経営状況分析結果通知書に記載されている分析機関の登録番号を記入する。

この申請書及び添付資料の作成者又はこの申請に関しての質問等に応答で
きる方の連絡先（所属等）、氏名、電話番号を記載して下さい。

自己資本が０円を下回る場合は、一番左側の欄に「ー（マイナス）」又は
「△（デルタ）」を記載して下さい。
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○　記載要領 

　　※金額は千円未満の端数を切り捨て、割合は小数点第 2 位以下の端数を切り捨ててください。 

  １　申請行為の内容 

      次の各項目において、不要な部分を二重線で消します。 

　　＜申請の表題＞ 

　　「経営規模等評価申請書」「経営規模等評価再審査申立書」「総合評定値請求書」 

　＜申請の種類＞ 

　　「建設業法第27条の26第2項の規定により、経営規模等評価の申請をします。」　 

    「建設業法第27条の28の規定により、経営規模等評価の再審査の申立をします。」　　　 

　　「建設業法第27条の29第1項の規定により、総合評定値の請求をします。」 

　＜申請先＞ 

    「地方整備局長」「北海道開発局長」「福島県知事」 

　２　申請者の欄 

　　「申請者」の欄は、この申請書により経営規模等評価の申請、経営規模等評価の再審査の申立又

は総合評定値の請求をしようとする建設業者（以下「申請者」という。）の他に申請書又は建設業

法施行規則第 19 条の 4 第 1 項各号に掲げる添付書類を作成した方（財務書類を調製した者等を含

む。以下同じ。）がいる場合には、申請者に加え、その方の氏名も併記してください。この場合に

は、作成に係る委任状その他の作成等に係る権限を有することを証する書面を添付してください。 

　３  カラム０ １　行政庁側記入欄（太線の枠内） 

　　　審査行政庁側で記入しますので、記入しないでください。 

　４　カラム０ ２  申請時の許可番号 

　（１）大臣・知事コードの欄については、「０７」と記入してください。 

　（２）「許可番号」の欄には現在受けている建設業許可番号を記入し、例えば「０ ０ １ ２ ３ ４ 

　　　号」のように、空位のカラムには「０」を記入してください。なお、「許可年月日」の欄も同様

　　　に空位のカラムには「０」を記入してください。 

　（３）業種の追加などにより、許可年度が２つ以上あるときは、般・特の小カラムには、もっとも

　　　古い年度を記入してください。また、許可年月日についても、一番古い年度の許可年月日を記

　　　入してください。 

　５　カラム０ ３　 前回の申請時の許可番号 

　　　前回申請時の許可番号と今回申請時の許可番号が、許可権者の変更などにより異なっている場

　　合のみ記入してください。 

　６　カラム０ ４   審査基準日 

　　　審査の申請をしようとする日の直前の事業年度の終了の日（決算年月日）を記入し、例えば審

　　査基準日が令和３年３月３１日であれば、０ ３年０ ３月３ １日のように、カラムに数字を記入

　　するに当たって空位のカラムに「０」を記入してください。 

　　※合併時経審、譲渡時経審、分割時経審等の場合には、その合併等の日が審査基準日となります。 
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７　カラム０ ５　申請等の区分 

      下記の表の区分に従って、該当するコードを記入してください。 

 ｺｰﾄﾞ 申　請　等　の　種　類

 １ 経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求

 ２ 経営規模等評価の申請

 ３ 総合評定値の請求

 ４ 経営規模等評価の再審査の申立及び総合評定値の請求

５ 経営規模等評価の再審査の申立 

　８　カラム０ ６  処理の区分 

　　カラム０６の左欄は、次の表の分類に従い、該当するコードを記入してください。 

ｺｰﾄﾞ 処　　理　　の　　種　　類

００ １２か月ごとに決算を完結した場合 

（例）令和3年4月1日から令和4年3月31日までの事業年度について申請する場合

０１ ６か月ごとに決算を完結した場合 

（例）令和3年10月1日から令和4年3月31日までの事業年度について申請する場合

０２ 商業登記法（昭和38年法律第125号）の規定に基づく組織変更の登記後最初の事業年度そ

の他12か月に満たない期間で終了した事業年度について申請する場合 

(例1)合名会社から株式会社への組織変更に伴い令和3年10月1日に当該組織変更の登記を 

    行った場合で令和4年3月31日に終了した事業年度について申請するとき 

(例2)申請に係る事業年度の直前の事業年度が令和4年3月31日に終了した場合で事業年度 

    の変更により令和4年12月31日に終了した事業年度について申請するとき

 ０３ 事業を承継しない会社の設立後最初の事業年度について申請する場合 

(例)令和3年10月1日に会社を新たに設立した場合で令和4年3月31日に終了した最初の事  

  業年度について申請するとき

 ０４ 事業を承継しない会社の設立後最初の事業年度の終了の日より前の日に申請する場合 

(例)令和3年10月1日に会社を新たに設立した場合で最初の事業年度の終了の日（令和4   

  年3月31日）より前の日（令和3年11月1日）に申請するとき

 　　また、カラム０ ６の右欄は、下記の表のいずれかに該当する場合に記入してください。該当 

   がなければ記入する必要はありません。 

コード 処　　理　　の　　種　　類

１０ 申請者について会社の合併が行われた場合で合併後最初の事業年度の終了の日を審査基

準日として申請するとき（合併後の最初の経審の受審）

１１ 申請者について会社の合併が行われた場合で合併期日又は合併登記の日を審査基準日と

して申請するとき （いわゆる「合併時経審」の受審）

１２ 申請者について建設業に係る事業の譲渡が行われた場合で譲渡後最初の事業年度の終了

の日を審査基準日として申請するとき（譲渡後の最初の経審の受審）
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１３ 申請者について建設業に係る事業の譲渡が行われた場合で譲受人である法人の設立登記

日又は事業の譲渡により新たな経営実態が備わつたと認められる日を審査基準日として

申請するとき（いわゆる「譲渡時経審」の受審）

１４ 申請者について会社更生手続開始の申立て、民事再生手続開始の申立て又は特定調停手

続開始の申立てが行われた場合で会社更生手続開始決定日、会社更生計画認可日、会社

更生手続開始決定日から会社更生計画認可日までの間に決算日が到来した場合の当該決

算日、民事再生手続開始決定日、民事再生手続開始決定日から民事再生計画認可日まで

の間に決算日が到来した場合の当該決算日又は特定調停手続開始申立日から調停条項受

諾日までの間に決算日が到来した場合の当該決算日を審査基準日として申請するとき

１５ 申請者が、国土交通大臣の定めるところにより、外国建設業者の属する企業集団に属す

るものとして認定を受けて申請する場合

１６ 申請者が、国土交通大臣の定めるところにより、その属する企業集団を構成する建設業

者の相互の機能分担が相当程度なされているものとして認定を受けて申請する場合

１７ 申請者が、国土交通大臣の定めるところにより、建設業者である子会社の発行済株式の

全てを保有する親会社と当該子会社からなる企業集団に属するものとして認定を受けて

申請する場合

１８ 申請者について会社分割が行われた場合で分割後最初の事業年度の終了の日を審査基準

日として申請するとき（分割後の最初の経審の受審）

１９ 申請者について会社分割が行われた場合で分割期日又は分割登記の日を審査基準日とし

て申請するとき（いわゆる「分割時経審」の受審）

２０ 申請者について事業を承継しない会社の設立後最初の事業年度の終了の日より前の日に

申請する場合

２１ 申請者が、国土交通大臣の定めるところにより、一定の企業集団に属する建設業者（連

結子会社）として認定を受けて申請する場合

２２ 申請者が、国土交通大臣の定めるところにより、その外国にある子会社について認定を

受けて申請する場合

　９　カラム０ ７　「法人又は個人の別」 

      　「資本金額又は出資総額」の欄は、申請者が法人の場合にのみ記入し、株式会社にあっては資

本金額を、それ以外の法人にあっては出資総額を記入し、申請者が個人の場合には記入しないで

ください。 

　　　「法人番号」の欄は、申請者が法人であって法人番号（行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）第２条第15項に規定する法人番号を

いう。）の指定を受けたものである場合にのみ当該法人番号を記入してください。 



- 41 -

　10　カラム０ ８　商号又は名称のフリガナ 

　　　カタカナで記入し、その際、濁音又は半濁音を表す文字については、例えばギ又はパのように

　　１文字として記入してください。なお、株式会社等法人の種類を表す文字についてはフリガナは

　　記入しないでください。 

　11　カラム０ ９　商号又は名称 

　　　法人の種類を表す文字については下記の表の略号を用いて、「商号又は名称」の前又は後に記入 

　　してください。（例 （ 株 ） 甲 建 設 　　、乙 建 設 （ 有 ） 　 ） 

種　　　　類 略　号 種　　　　類 略　号 種　　　　類 略　号

株 式 会 社 （株） 合 資 会 社 （資） 協 業 組 合 （業） 

特例有限会社 （有） 合 同 会 社 （合） 企 業 組 合 （企） 

合 名 会 社 （名） 協 同 組 合 （同）

  12　カラム１ ０　代表者又は個人の氏名のフリガナ 

　　　カタカナで姓と名の間に１カラム空けて記入し、その際、濁音又は半濁音を表す文字について

　　は、例えばギ又はパのように１文字として記入してください。 

　13　カラム１ １　代表者又は個人の氏名 

　　　申請者が法人の場合はその代表者の氏名を、個人の場合はその者の氏名を、それぞれ姓と名の

　　間に１カラム空けて記入してください。 

　14　カラム１ ２ 　主たる営業所の所在地市区町村コード 

　　　下記のコード表に基づいて、主たる営業所の所在する市区町村の該当するコードを記入してく 

　　ださい。なお、福島県のコードは、「０７」です。 

コード 市町村名 コード 市町村名 コード 市町村名 コード 市町村名

２０１ 福島市 ３０８ 川俣町 ４４４ 三島町     ５０４ 浅川町      

２０２ 会津若松市 ３２２ 大玉村     ４４５ 金山町     ５０５ 古殿町      

２０３ 郡山市 ３４２ 鏡石町     ４４６ 昭和村     ５２１ 三春町      

２０４ いわき市 ３４４ 天栄村     ４４７ 会津美里町 ５２２ 小野町      

２０５ 白河市 ３６２ 下郷町     ４６１ 西郷村     ５４１ 広野町      

２０７ 須賀川市 ３６４ 檜枝岐村   ４６４ 泉崎村     ５４２ 楢葉町      

２０８ 喜多方市 ３６７ 只見町     ４６５ 中島村     ５４３ 富岡町      

２０９ 相馬市 ３６８ 南会津町   ４６６ 矢吹町     ５４４ 川内村      

２１０ 二本松市 ４０２ 北塩原村   ４８１ 棚倉町     ５４５ 大熊町      

２１１ 田村市 ４０５ 西会津町   ４８２ 矢祭町     ５４６ 双葉町      

２１２ 南相馬市 ４０７ 磐梯町     ４８３ 塙町       ５４７ 浪江町      

２１３ 伊達市 ４０８ 猪苗代町   ４８４ 鮫川村     ５４８ 葛尾村      

２１４ 本宮市 ４２１ 会津坂下町 ５０１ 石川町     ５６１ 新地町      

３０１ 桑折町 ４２２ 湯川村 ５０２ 玉川村     ５６４ 飯舘村      

３０３ 国見町 ４２３ 柳津町 ５０３ 平田村
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　15　カラム１ ３ 　主たる営業所の所在地　 

    　14により記入した市区町村コードによって表される市区町村に続く町名、街区符号及び住居番

　　号等を、「丁目」、「番」及び「号」については－（ハイフン）を用いて、例えば杉 妻 町 ２ － 

　　１ ６ のように記入してください。 

　16　カラム１ ４　電話番号 

　　　市外局番、局番及び番号をそれぞれ－（ハイフン）で区切り、例えば０ ２ ４ － ５ ２ １ － 

　　１ １ １ １のように記入してください。 

  17　カラム１ ５　許可を受けている建設業 

　　　申請時（審査基準日現在ではないので注意）に許可を受けている建設業の業種について、一般

　　建設業の許可を受けている業種については「１」を、特定建設業の場合は「２」を次の表に示さ 

　　れた略号のカラムに記入してください。 

業　　　種 略号 業　　　種 略号 業　　　種 略号

土 木 工 事 業 （土） 鋼 構 造 物 工 事 業 （鋼） 熱 絶 縁 工 事 業 （熱）

建 築 工 事 業 （建） 鉄 筋 工 事 業 （筋） 電 気 通 信 工 事 業 （通）

大 工 工 事 業 （大） 舗 装 工 事 業 （舗） 造 園 工 事 業 （園）

左 官 工 事 業 （左） し ゅ ん せ つ 工 事 業（しゅ）さ く 井 工 事 業 （井）

と び ・ 土 工 工 事 業 （と） 板 金 工 事 業 （板） 建 具 工 事 業 （具）

石 工 事 業 （石） ガ ラ ス 工 事 業 （ガ） 水 道 施 設 工 事 業 （水）

屋 根 工 事 業 （屋） 塗 装 工 事 業 （塗） 消 防 施 設 工 事 業 （消）

電 気 工 事 業 （電） 防 水 工 事 業 （防） 清 掃 施 設 工 事 業 （清）

管 工 事 業 （管） 内 装 仕 上 工 事 業 （内） 解 体 工 事 業 （解）

ﾀｲﾙ･ﾚﾝｶﾞ･ﾌﾞﾛｯｸ工事業 （タ） 機械器具設置工事業 （機）

　18　カラム１ ６　経営規模等評価等対象建設業 

　　　申請時に許可を受けている建設業の業種のうち、経営規模等評価等を申請する業種（総合評定

　　値の請求のみを行う場合にあっては、経営規模等評価の結果の通知を受けた建設業）について17

　　の表の(　)内に示された略号のカラムに「９」と記入してください。 

　　　なお、完成工事高がない業種についても申請時に建設業許可を有していれば、評価の対象とす

ることができます。 

　　　また、技術職員名簿（別紙二）で加点対象となる技術職員がいない場合であっても、申請時に

建設業許可を有していれば、評価の対象とすることができます。 

　19　カラム１ ７　自己資本額　 

　（１）審査基準日の決算（以下「基準決算」という。）における自己資本の額又は基準決算及び前回

　　　の申請時における審査基準日（以下「直前の審査基準日」という。）の決算における自己資本の

　　　額の平均の額（以下「平均自己資本額」という。）を記入し、「審査対象」のカラムには、基準

　　　決算時の自己資本額を記入した場合は「１」を、基準決算時と直前の審査基準日決算の２期平

　　　均の自己資本額を記入した場合は「２」を記入してください。 
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　（２）基準決算時と直前の審査基準日決算の２期平均の自己資本額を記入した場合は、表内のカラ

　　　ムに基準決算における自己資本の額及び直前の審査基準日の決算における自己資本の額をそれ

　　　ぞれ記入してください。 

　（３）記入すべき金額は、千円未満の端数を切り捨てて記入してください。  

　　　　なお、会社法（平成17年法律第86号）第２条第６号に規定する大会社は、基準決算の自己資

本額を選択した場合、百万円未満の端数を切り捨てて表示することができます。ただし、基準

決算時と直前の審査基準日現在の自己資本額の２期平均を選択したときは、平均自己資本額を

計算する際に生じる百万円未満の端数については切り捨てずにそのまま記入してください。ま

た、カラムに数字を記入するに当たっては、単位は千円とし、例えば  ,　 　 １,２ ３ ４,０

 ０ ０ のように百万円未満の単位に該当するカラムに「０」を記入してください。 

　（４）自己資本額がマイナスの場合には、カラムの一番左に「－」又は「△」と記入してください。 

　20　カラム１ ８ 　「利益額（２期平均）」　 

       審査対象事業年度における利益額（営業利益＋減価償却実施額）及び審査対象事業年度の前審

査対象事業年度の利益額（営業利益＋減価償却実施額）の平均の額を記入すること。 

　　　また、表内のカラムに審査対象事業年度及び審査対象事業年度の前審査対象事業年度における

営業利益の額及び減価償却実施額をそれぞれ記入すること。 

　　　記入すべき金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示してください。 

　　　ただし、会社法（平成 17 年法律第 86 号）第２条第６号に規定する大会社にあっては、百万円

未満の端数を切り捨てて表示することができる。ただし、「利益額（２期平均）」を計算する際に

生じる百万円未満の端数については切り捨てずにそのまま記入してください。 

　21　カラム１ ９ 　技術職員数　 

　（１）職員の範囲等については、Ｐ21を参照してください。 

　（２）別紙二「技術職員調書」に記入した技術職員の人数の合計を記入してください。 

　（３）審査基準日における建設業に従事する職員を記入してください。 

　22　カラム ２ ０　登録経営状況分析機関番号　 

　　　Ｐ100の登録経営状況分析機関一覧を参考に、経営状況分析を受けた登録経営状況分析機関の登

　　録番号を記入してください。なお、記入に当たっては例えば０ ０ ０ ０ ０ １のように、空位の

　　カラムには「０」を記入してください。 

　23　「連絡先」の欄 

　　　連絡先の欄は、この申請書又は添付書類を作成した方その他この申請内容に係る質問等に応答

　　できる方の氏名、電話番号、ＦＡＸ番号等を記載してください。
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左欄「完成工事高」のうち元請完成工事高について記入 左欄「完成工事高」のうち元請完成工事高について記入

記載例

※２年平均を選択する場合

２年平均を選択する場合は「１」
を記入する。

工事種別コード表
より該当するコー
ドを記入する。

右詰で記入し、空位のカラムは空白とすること。（以下同じ）

「土木一式工事」「とび・土工・コンクリート工事」「鋼構造物工事」を申請する場合は、それぞれ
「プレストレストコンクリート構造物工事」「法面処理工事」「鋼橋上部工事」の内訳を必ず記載
してください。
完工高が０円であっても、必ず記載してください。

記載する業種が４列を超える場合は、別紙一を必要枚数分作成し、「そ
の他」と「合計」は、最後の用紙に記載して下さい。

契約後ＶＥに係る工事の完成工事高について、契約後Ｖ
Ｅによる縮減変更前の契約額で評価する特例の利用の
有無を記入します。

項番３１については、２枚目以降は記
載を省略してください。
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別紙一

1.2年平均
2.3年平均

（千円） （千円） （千円） （千円）
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前 審 査 対 象 事 業 年 度

２９年１月～２９年１２月

審 査 対 象 事 業 年 度 の
前 々 審 査 対 象 事 業 年 度

３０年１月～３０年１２月

２ 月 ２ （０

業 種
コ ー ド

完 成 工 事 高（千円） 元 請 完 成 工 事 高（千円） 完 成 工 事 高（千円） 元 請 完 成 工 事 高（千円）

3 5 6 10 15 16 20 25 26 30 35 36 40 45

３ ２ ０ １ ０ ３ １ ５ ６ ９ ３ １
,

５ ６ ９ ９
, ,

３ ２７ ８
, ,

０ ６ ７ ８
,, , , ,

９
, ,

３ ２ ０ ６

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審 査
対 象 事 業 年 度

３１０，０６６

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

３２１，３３２
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

３２１，３３２

土木一式工事

3 5 6

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審 査
対 象 事 業 年 度

10

３１０，０６６

15 16 20 25 26 30 35 36 40 45

３ ２ ０ １ １ ０ ０
, , ,,

０
, , , , , , ,

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表

０
,

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審 査
対 象 事 業 年 度

　　　　　　０

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

　　　　　　０
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

　　　　　　０

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物工事

3 5 6

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審 査
対 象 事 業 年 度

10

　　　　　　０

15 16 20 25 26 30 35 36 40 45

３ ２ ０ ９ ０ ２ ６ ０ ０ ４ ２１ ０ ０ ０
,

０
, ,

１ ５
,

０１ ０
, , , , , , ,

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表

７ ９ ３ ４
,

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審 査
対 象 事 業 年 度

　６，０００

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

３３，８０３
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

１８，０００

　 管　工事

3 5 6

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審 査
対 象 事 業 年 度

10

１８，２０５

15 16 20 25 26 30 35 36 40 45

３ ２ 1 ３ ０ ７ ５ ３ ４ １ ０ ０
,

０
, ,

２ ０
,

０６ ０
, , , , , , ,

７ ８ ９ ２
,

０ ０

２５，０００

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

９９，４１７
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

５５，０００

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表

４

　 舗装　工事

3 5 10

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審 査
対 象 事 業 年 度

５１，２６５

13 15

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審 査
対 象 事 業 年 度

20 23 25 30 33 35 40

３ ３ その他 ８ ０ ６ ８ ２ ０ ０ ０ ０
, , ,

５ ０ ０
, , , , , , , ,

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表

９ ２ ５ ８
,

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審 査
対 象 事 業 年 度

　２，０００

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

　７，２２４
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

　２，０００

その他   工事

3 5 10

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審 査
対 象 事 業 年 度

　８，９１２

13 15 20 23 25 30 33 35 40

３ ４ 合　計 ４ ２ ５ １ １ ２ ３ ６
,

９ ６
,

４ １９ ９ ６ ０ ６
,

３
,

２
, ,

５
, ,

契約後ＶＥに係る完成工事高の評価の特例　　　（　1.　有　　2.　無　）

７ ８
, , , ,

７ ６

左欄「完成工事高」のうち元請完成工事高について記入 左欄「完成工事高」のうち元請完成工事高について記入左欄「完成工事高」のうち元請完成工事高について記入 左欄「完成工事高」のうち元請完成工事高について記入

記載例

※３年平均を選択する場合

３年平均を選択する場合は「２」を記入する。
工事種別コード表
より該当するコー
ドを記入する。

２期分の合計を２で除した数値を記入する。
千円未満の端数は切り捨てる。

「その他工事」には、経営規模等評価を受け
ない業種の完成工事高を記入する。

この合計は、財務諸表（消費税抜き）の完成工事高と一
致します。

45
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　１　カラム３ １　事業年度　 

　（１）右欄の「（審査対象事業年度）」の欄には、下記の例により審査基準日から遡って１２か月の

　　　月数（パターン⑤及び合併等の場合を除きます。）を記入します。 

　　　①１２か月ごとに決算を完結した場合 

　　　（例）令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの事業年度について申請する場合 

自　０ ３ 年 ０ ４ 月 ～ 至 ０ ４ 年 ０ ３ 月 

　　　②６か月ごとに決算を完結した場合 

　　　（例）令和３年１０月１日から令和４年３月３１日までの事業年度について申請する場合 

自　０ ３ 年 ０ ４ 月 ～ 至 ０ ４ 年 ０ ３ 月 

　　　③商業登記法（昭和38年法律第125号）の規定に基づく組織変更の登記後最初の事業年度その他

        １２か月に満たない期間で終了した事業年度について申請する場合 

　　　（例１）合名会社から株式会社への組織変更に伴い令和３年１０月１日に当該組織変更の登　

　　　　　記を行った場合で令和４年３月３１日に終了した事業年度について申請するとき 

自　０ ３ 年 ０ ４ 月 ～ 至 ０ ４ 年 ０ ３ 月 

　　　（例２）申請に係る事業年度の直前の事業年度が令和３年３月３１日に終了した場合で事業　

　　　　　年度の変更により 令和３年１２月３１日に終了した事業年度について申請するとき 

自　０ ３ 年 ０ １ 月 ～ 至 ０ ３ 年 １ ２ 月 

　　　 ④事業を承継しない会社の設立後最初の事業年度について申請する場合 

       （例）令和３年１０月１日に会社を新たに設立した場合で令和４年３月３１日に終了した    

       最初の事業年度について申請するとき 

自　０ ３ 年 １ ０ 月 ～ 至 ０ ４ 年 ０ ３ 月 

　　　 ⑤事業を承継しない会社の設立後最初の事業年度の終了の日より前の日に申請する場合 

（例）令和３年１０月１日に会社を新たに設立した場合で最初の事業年度の終了の日（令和　

　４年３月３１日）より前の日（令和３年１１月１日）に申請するとき 

自　０ ３ 年 １ ０ 月 ～ 至 ０ ０ 年 ０ ０ 月 

　（２）「（審査対象事業年度の前審査対象事業年度又は前審査対象事業年度及び前々審査対象事業年

　　　度）」の欄には、以下の例により審査基準日から遡って１２か月前～３６か月前の月数を記入し

　　　てください。 

　　　①完成工事高を２年平均で申請する場合 

　　　　ア　上記（１）①、②の場合 

自　０ ２ 年 ０ ４ 月 ～ 至 ０ ３ 年 ０ ３ 月 

　　　　イ　上記（１）③の場合 

          （例１の場合）  自　０ ２ 年 ０ ４ 月 ～ 至 ０ ３ 年 ０ ３ 月 

　　　　　（例２の場合）  自　０ ３ 年 ０ １ 月 ～ 至 ０ ３ 年 １ ２ 月 

        ウ　上記（１）の④、⑤の場合 

自　０ ０ 年 ０ ０ 月 ～ 至 ０ ０ 年 ０ ０ 月 

      ②完成工事高を３年平均で申請する場合 
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　　　  下記の例のとおり記載し、下欄に直前２年の各審査対象事業年度の期間をそれぞれ記入して 

　　　　ください。 

　　　　ア　上記（１）①、②の場合 

自　３ １ 年 ０ ４ 月 ～ 至 ０ ３ 年 ０ ３ 月 

審査対象事業年度の  
 ０２年４月～０３年３月

前審査対象事業年度

審査対象事業年度の  
 ３１年４月～０２年３月

前々審査対象事業年度

　　　　イ　上記（１）③の場合 

          （例１の場合）  自　３ １ 年 ０ ４ 月 ～ 至 ０ ３ 年 ０ ３ 月 

審査対象事業年度の  
 ０２年４月～０３年３月

前審査対象事業年度

審査対象事業年度の  
 ３１年４月～０２年３月

前々審査対象事業年度

　　　　　（例２の場合）  自　０ ２ 年 ０ １ 月 ～ 至 ０ ３ 年 １ ２ 月 

審査対象事業年度の  
 ０３年１月～０３年１２月

前審査対象事業年度

審査対象事業年度の  
 ０２年１月～０２年１２月

前々審査対象事業年度

        ウ　上記（１）の④、⑤の場合 

自　０ ０ 年 ０ ０ 月 ～ 至 ０ ０ 年 ０ ０ 月 

　（３）「完成工事高計算基準の区分」の欄には、完成工事高を２年平均で申請するときは １ と、３

　　　年平均で申請するときは ２ と記入してください。 

　２　カラム３ ２ 　業種コード、完成工事高及び元請完成工事高 

　（１）業種コード 

　　　 次のコード表により該当する工事の種類に応じ、該当するコードをカラムに記入してください。 

　　  なお、「土木一式工事」について記入した場合においては、その次の「業種コード」の欄は「プ

レストレストコンクリート構造物工事」のコード「０１１」を記入し、「完成工事高」の欄は「土

木一式工事」の完成工事高のうち「プレストレストコンクリート構造物工事」に係るものを記入

することとし、当該工事に係る実績がない場合においてはカラムに「０」を記入してください。 

　　　また、「元請完成工事高」の欄には「土木一式工事」の元請完成工事高のうち「プレストレスト

コンクリート構造物工事」に係るものを記入することとし、当該工事に係る実績がない場合にお

いてはカラムに「０」を記入してください。 

　　　同様に、「とび・土工・コンクリート工事」に記入した場合においては「業種コード」の欄に「法

面処理工事」のコード「０５１」を記入し、「鋼構造物工事」に記入した場合においては「業種

コード」の欄に「鋼橋上部工事」のコード「１１１」を記入し、それぞれの工事に係る完成工事

高及び元請完成工事高を記入してください。 

　　　また、表外の「工事の種類」の欄に、記入した業種コードに対応する工事種別を記載してくだ

　　さい。 
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　（２）完成工事高 

　　　（１）で記入した各工事種別の完成工事高を、カラム３ １で記入した各審査対象事業年度ごと

に記入してください。また、「元請完成工事高」の欄においても同様に、各審査対象事業年度ごと

に元請完成工事高を記入してください。 

　　  ただし、審査対象事業年度及び審査対象事業年度の直前２年の審査対象事業年度について申請

する場合にあっては、完成工事高においては審査対象事業年度の直前２年の各審査対象事業年度

の完成工事高の合計を２で除した数値を記入し、「完成工事高計算表」に直前２年の審査対象事業

年度ごとに完成工事高を記載してください。※端数は切り捨て 

　　　同様に、元請完成工事高においても審査対象事業年度の直前２年の各審査対象事業年度の元請

完成工事高の合計を２で除した数値を記入し、「元請完成工事高計算表」に直前２年の審査対象事

業年度ごとに元請完成工事高を記載してください。 

 

　※業種コード 

 ｺｰﾄﾞ 工事の種類 ｺｰﾄﾞ 工事の種類 ｺｰﾄﾞ 工事の種類

010 土 木 一 式 工 事 100 タイル・れんが・ブロック工事 200 機 械 器 具 設 置 工 事

011 プレストレストコンクリート構造物工事 110 鋼 構 造 物 工 事 210 熱 絶 縁 工 事

020 建 築 一 式 工 事 111 鋼 橋 上 部 工 事 220 電 気 通 信 工 事

030 大 工 工 事 120 鉄 筋 工 事 230 造 園 工 事

040 左 官 工 事 130 舗 装 工 事 240 さ く 井 工 事

050 とび・土工・コンクリート工事 140 し ゆ ん せ つ 工 事 250 建 具 工 事

051 法 面 処 理 工 事 150 板 金 工 事 260 水 道 施 設 工 事

060 石 工 事 160 ガ ラ ス 工 事 270 消 防 施 設 工 事

070 屋 根 工 事 170 塗 装 工 事 280 清 掃 施 設 工 事

080 電 気 工 事 180 防 水 工 事 290 解 体 工 事

090 管 工 事 190 内 装 仕 上 工 事

　３　カラム３ ３　その他工事　 

　　審査対象建設業以外の建設業に係る建設工事の完成工事高及び元請完成工事高をそれぞれ記入

してください。 

　４　カラム３ ４　合計　 

　　　３ ２及び３ ３に記入した完成工事高の合計を記入してください。 

　　　同様に、元請完成工事高においては、元請完成工事高の合計を記入してください。 

　５　その他 

　（１）この表は審査対象建設業に係る４のコード表中の工事の種類４つごとに作成すること。この

場合、「その他工事」及び「合計」は最後の用紙のみに記入すること。また、用紙ごとに、契

約後ＶＥ(施工段階で施工方法等の技術提案を受け付ける方式をいう。以下同じ。)に係る工事

の完成工事高については、契約後ＶＥによる縮減変更前の契約額で評価をする特例の利用の有

無について記入すること。 

　（２）記入すべき金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示してください。 
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　　　　ただし、会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第６号に規定する大会社にあつては、百

万円未満の端数を切り捨てて表示することができる。この場合、カラムに数字を記入するに当

たつては、例えば　,　 　 １,２ ３ ４, ０ ０ ０のように、百万円未満の単位に該当するカ

ラムに「０」を記入してください。 

（３）完成工事高の積み上げとは、一つの建設業の完成工事高をその内容又は性質に応じて、他の

建設業の完成工事高に含めて申請することです。経営事項審査において積み上げを行う場合は、

工事種類別完成工事高付表（様式第１号）：P72を作成し、提出してください。（積み上げを行わ

ない場合は提出不要です。）詳細については、下記のとおりです。 

 　 　 ○ 一 式 工 事 へ の 専 門 工 事 の 算 入

積 み 上 げ 先 （ 振  

替 先 ） の 一 式 工 積 み 上 げ 元 （ 振 替 元 ） の 専 門 工 事

事

  土 木 工 作 物 の 建 設 に 関 連 す る 工 事  

土 木 一 式 工 事 ← （ と び ・ 土 工 ・ コ ン ク リ ー ト 、 石 、 タ イ ル ・ れ ん

が ・ ブ ロ ッ ク 、 鋼 構 造 物 、 鉄 筋 、 舗 装 、 し ゅ ん せ

つ 、 水 道 施 設 　 解 体 な ど ）

  建 築 物 の 建 設 に 関 連 す る 工 事  

建 築 一 式 工 事 ← （ 大 工 、左 官 、と び ・ 土 工 ・ コ ン ク リ ー ト 、屋 根 、

タ イ ル ・ れ ん が ・ ブ ロ ッ ク 、 鋼 構 造 物 、 鉄 筋 、 板

金 、 ガ ラ ス 、 塗 装 、 防 水 、 内 装 仕 上 、 建 具 、 解 体

　 な ど ）

　　○　専門工事への専門工事の算入 

　 　 ※ 一 般 的 な 事 例 は 下 表 の と お り 。 詳 し く は お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。  

電 気 ⇔ 電 気 通 信

管 ⇔ 熱 絶 縁 、 水 道 施 設

と び ・ 土 工 ・ コ ン ク リ － ト ⇔ 石 、 造 園

■申請に係る注意事項■ 

・申請時に積み上げ元（振替元）、積み上げ先（振替先）の建設業許可が必要です。 

・積み上げを行った業種（振替元）については、経営事項審査を申請することができません。 

・発注者の中には積み上げ先（振替先）の業種で経営事項審査を受けたとみなさないことがあり、公

共工事の入札に参加できないことがありますので、各発注者に積み上げを認めているか確認してくだ

さい。 

・審査対象年度に算入した場合、前審査対象年度、前々審査対象年度も同様の算入した数値を算出計

上してください。 

・積み上げを行った業種（振替元）の裏付け資料（契約書等）を提示してください。 

・積み上げ申請し、結果通知後、積み上げを行った業種（振替元）での総合評定値が必要となっても

再申請をすることはできません。 
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○　特殊事例における「完成工事高」の記載例  　※　元請完成工事高も同様に考えます。 

（１）決算時期を年度途中で変えた場合 

  （例１）３月３１日が決算日の会社が、年度途中に決算日を１２月３１日に変更した場合 

  ○  完工高を２年平均で申請する場合(建築一式工事の例。他の工事の取扱いは同じ) 

  ＜例＞ 

            第１０期 第１１期 第１２期 

           １２か月 １２か月  ９か月

   

           完成工事高(建築) 完成工事高(建築) 完成工事高(建築) 

           180,000千円 190,000千円 120,000千円

     決算日  H31.3.31           　     R2.3.31　　             R3.3.31            R3.12.31

 

 

 ＜計算方法＞ 

 ○　審査対象事業年度の完成工事高 

  

  ◇算定式 

    第12期の完成工事高＋(第11期の完成工事高×((12か月－第12期の月数(9か月))÷12か月)
  

  

   例１の場合の審査対象事業年度の完成工事高＝120,000千円＋190,000千円×3／12＝167,500千円
 

 

 ○　前審査対象事業年度の完成工事高 

  

  ◇算定式 

  　第11期の完成工事高×第12期の月数÷12か月＋ 

  　　　　　　　　　　　　　第10期の完成工事高×((12か月－第12期の月数(9か月))÷12か月)
  

  

   例１の場合の前審査対象事業年度の完成工事高＝ 

                                        190,000千円×9/12＋180,000千円×3/12＝187,500千円
 

 

＜記載例＞
項番      　　 　　　  審査対象事業年度の前審査対象事   （審査対象事業年度）          　  完成工事高計

　　　　　　　 　　　  業年度又は前々審査対象事業年度 　　　　　　　　　　　　　　　　　　  算基準の区分

  

３ １   自０ ２ 年 ０ １ 月　至 ０ ２ 年 １ ２ 月  自０ ３ 年 ０ １ 月  至 ０ ３ 年 １ ２ 月  １ 

  

審査対象事業年度の 第10期　31年４月～02年３月 　                                   １.2年平均 

前審査対象事業年度 第11期　02年４月～03年３月    第11期　02年4月～03年3月          ２.3年平均 

審査対象事業年度の    第12期　03年4月～03年12月

前々審査対象事業年度

      業種コード   工 事 種 類 別 完 成 工 事 高     工 事 種 類 別 完 成 工 事 高

３ ２  ０ ２ ０  ０, ０ ０ ０, １ ８ ７,５ ０ ０ (千円)   ０, ０ ０ ０, １ ６ ７, ５ ０ ０ (千円) 

 

審査対象事業年度の 第10期　180,000千円×3/12　    第11期　190,000千円×3/12　 

前審査対象事業年度 第11期　190,000千円×9/12　    第12期  120,000千円

 審査対象事業年度の

前々審査対象事業年度
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  （例２）３月３１日が決算日の会社が、年度途中に決算日を９月３０日に変更した場合 

  ○  完工高を３年平均で申請する場合(土木一式工事の例。他の工事の取扱いは同じ) 

  ＜例＞ 

          第９期 第１０期 第１１期 第１２期 

          １２か月 １２か月 １２か月 ６か月
   

          完成工事高(土木) 完成工事高(土木) 完成工事高(土木) 完成工事高(土木) 

          195,000千円 180,000千円 170,000千円 80,000千円

    決算日 H30.3.31         　H31.3.31　　       R2.3.31           R3.3.31          R3.9.30

＜計算方法＞ 

○　審査対象事業年度の完成工事高 
  

  ◇算定式 

    第12期の完成工事高＋(第11期の完成工事高×((12か月－第12期の月数(６か月))÷12か月)
  
  

   例２の場合の審査対象事業年度の完成工事高＝80,000千円＋170,000千円×6／12＝165,000千円
 

 ○　前審査対象事業年度の完成工事高 
  

  ◇算定式 

  　第11期の完成工事高×第12期の月数÷12か月＋ 

  　　　　　　　　　　　　　第10期の完成工事高×((12か月－第12期の月数(6か月))÷12か月)
  
  

   例２の場合の前審査対象事業年度の完成工事高＝ 

                                     170,000千円×6／12＋180,000千円×6／12＝175,000千円
 

 ○　前々審査対象事業年度の完成工事高 
  

  ◇算定式 

  　第10期の完成工事高×第12期の月数÷12か月＋ 

  　　　　　　　　　　　　　第９期の完成工事高×((12か月－第12期の月数(6か月))÷12か月)
  
  

   例２の場合の前々審査対象事業年度の完成工事高＝ 

                                     180,000千円×6／12＋195,000千円×6／12＝187,500千円
 
 

＜記載例＞
項番      　　 　　　  審査対象事業年度の前審査対象事   （審査対象事業年度）          　  完成工事高計
　　　　　　　 　　　  業年度又は前々審査対象事業年度 　　　　　　　　　　　　　　　　　　  算基準の区分

  
３ １   自３ ０ 年 １ ０ 月　至 ０ ２ 年 ０ ９ 月  自０ ２ 年 １ ０ 月  至 ０ ３ 年 ０ ９ 月  ２ 

  
審査対象事業年度の 第10期　31年４月～02年３月 　                                  １.2年平均 
前審査対象事業年度 第11期　02年４月～03年３月    第11期　02年４月～03年３月       ２.3年平均 
審査対象事業年度の 第9期　 30年４月～31年３月    第12期　03年４月～03年９月
前々審査対象事業年度 第10期  31年４月～02年３月

      業種コード   工 事 種 類 別 完 成 工 事 高     工 事 種 類 別 完 成 工 事 高
３ ２  ０ １ ０  ０, ０ ０ ０, １ ８ １,２ ５ ０ (千円)   ０, ０ ０ ０, １ ６ ５, ０ ０ ０ (千円) 

 
審査対象事業年度の 第10期　180,000千円×6/12　    第11期　170,000千円×6/12　 
前審査対象事業年度 第11期　170,000千円×6/12　    第12期   80,000千円
審査対象事業年度の 第9期　 195,000千円×6/12　 
前々審査対象事業年度 第10期　180,000千円×6/12
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（２）個人から法人に承継が認められた場合 

　（例）法人を新たに設立し、個人事業者から承継した場合。 

  (１) 法人設立後最初の決算が未到来の場合－法人成り時経審－(完工高２年平均選択) 
  ＜例＞ 

            第１０期(個人) 第１１期(個人) 第１２期(個人) 
           １２か月 １２か月  ９か月

   

           完成工事高(建築) 完成工事高(建築) 完成工事高(建築) 
           25,000千円 30,000千円 40,000千円
     決算日  H30.12.31           　     R1.12.31　　             R2.12.31       法人設立日 

                                                                                  R3.10.1
  

  

  ＜計算方法＞ 

  ○　審査基準日 

    法人設立の日となるため、令和３年１０月１日となる。（申請書カラム０４に記入） 

  　完成工事高は、個人事業者時の完成工事高を承継して計上できるため、次により算定する。
  

  ○　審査対象事業年度の完成工事高 
   

   ◇算定式 

     個人第12期の完成工事高＋ 

   　　　　　　　　　(個人第11期の完成工事高×((12か月－第12期の月数(9か月))÷12か月)
   

   

    例(１)の場合の審査対象事業年度の完成工事高＝40,000千円＋30,000千円×3／12＝47,500千円
  

  ○　前審査対象事業年度の完成工事高 
   

   ◇算定式 

   　第11期の完成工事高×第12期の月数÷12か月＋ 

   　　　　　　　　　　　　　第10期の完成工事高×((12か月－第12期の月数(9か月))÷12か月)
   

   

    例(１)の場合の前審査対象事業年度の完成工事高＝ 

                                           30,000千円×9/12＋25,000千円×3/12＝28,750千円
 

 

 ＜記載例＞
 項番      　　 　　　  審査対象事業年度の前審査対象事   （審査対象事業年度）          　  完成工事高計

 　　　　　　　 　　　  業年度又は前々審査対象事業年度 　　　　　　　　　　　　　　　　　　  算基準の区分

   

 ３ １   自０ １ 年 １ ０ 月　至 ０ ２ 年 ０ ９ 月  自０ ２ 年 １ ０ 月  至 ０ ３ 年 ０ ９ 月  １ 

   

 審査対象事業年度の 第10期　31年１月～01年12月 　                                   １.2年平均 

 前審査対象事業年度 第11期　02年１月～02年12月    第11期　02年１月～02年12月        ２.3年平均 

 審査対象事業年度の    第12期　03年１月～03年９月

 前々審査対象事業年度

 

       業種コード   工 事 種 類 別 完 成 工 事 高     工 事 種 類 別 完 成 工 事 高

 ３ ２  ０ ２ ０  ０, ０ ０ ０, ０ ２ ８,７ ５ ０ (千円)   ０, ０ ０ ０, ０ ４ ７, ５ ０ ０ (千円) 

  

 審査対象事業年度の 第10期　25,000千円×3/12　    第11期　30,000千円×3/12　 

 前審査対象事業年度 第11期　30,000千円×9/12　    第12期  40,000千円

  審査対象事業年度の

 前々審査対象事業年度
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 (２)法人設立後の最初の決算が終了した場合－法人成り後最初の決算時経審－(完工高３年平均選択) 
  ＜例＞ 
   個人第１０期 個人第１１期 個人第１２期 法人第１期 
   　　１２か月 　　１２か月 　　 ６か月 　　 ９か月

   

   完成工事高(土木) 完成工事高(土木) 完成工事高(土木) 完成工事高(土木) 
   15,000千円 25,000千円 20,000千円 50,000千円
   　決算日  H29.12.31       H30.12.31　　     R1.12.31        法人設立日     　法人の決算日 
                                                                R2.7.1          R3.3.31
 
 

 ＜計算方法＞ 
 ○　審査基準日 
    法人設立後の最初の決算日となるため、令和３年３月３１日となる。（申請書カラム０４に記入） 
  　完成工事高は、個人事業者時の完成工事高を承継して計上できるため、次により算定する。

  

  ○　審査対象事業年度の完成工事高 
   

   ◇算定式 
     法人第１期の完成工事高＋ 
   　　　　　　　　　(個人第12期の完成工事高×((12か月－法人第１期の月数(９か月))÷12か月)

   
   

    例(２)の場合の審査対象事業年度の完成工事高＝50,000千円＋20,000千円×3／12＝55,000千円
  

  ○　前審査対象事業年度の完成工事高 
   

   ◇算定式 
    　個人第12期の完成工事高×法人第１期の月数÷12か月＋ 
   　　　　　　　 　　個人第11期の完成工事高×((12か月－法人第１期の月数(９か月))÷12か月)

   
   

     例(２)の場合の前審査対象事業年度の完成工事高＝ 
                                             20,000千円×9/12＋25,000千円×3/12＝21,250千円

  

  ○　前々審査対象事業年度の完成工事高 
   

    ◇算定式 
    　個人第11期の完成工事高×法人第１期の月数÷12か月＋ 
   　　　　　　　　　  個人第10期の完成工事高×((12か月－法人第１期の月数(９か月))÷12か月)

   
   

  　例(２)の場合の前々審査対象事業年度の完成工事高＝ 
  　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25,000千円×9/12＋15,000千円×3/12＝22,500千円

  

 ＜記載例＞
 
 項番      　　　　　   審査対象事業年度の前審査対象事   （審査対象事業年度）          　  完成工事高計
 　　　　　　　　　　   業年度又は前々審査対象事業年度 　　　　　　　　　　　　　　　　　　  算基準の区分

   
 ３ １   自３ ０ 年 ０ ４ 月　至 ０ ２ 年 ０ ３ 月  自０ ２ 年 ０ ４ 月  至 ０ ３ 年 ０ ３ 月  ２ 

   
 審査対象事業年度の 個人第11期31年1月～01年12月 　                                  １.2年平均 
 前審査対象事業年度 個人第12期02年1月～02年 6月   個人第12期　02年１月～02年６月    ２.3年平均 
 審査対象事業年度の 個人第10期30年1月～30年12月   法人第１期　02年７月～03年３月
 前々審査対象事業年度 個人第11期31年1月～01年12月
 
       業種コード   工 事 種 類 別 完 成 工 事 高     工 事 種 類 別 完 成 工 事 高
 ３ ２  ０ １ ０  ０, ０ ０ ０, ０ ２ １,８ ７ ５ (千円)   ０, ０ ０ ０, ０ ５ ５, ０ ０ ０ (千円) 

  
 審査対象事業年度の 個人第11期 25,000千円×3/12 　個人第12期　 20,000千円×3/12 
 前審査対象事業年度 個人第12期 20,000千円×9/12 　法人第１期   50,000千円

審査対象事業年度の 個人第10期 15,000千円×3/12
前々審査対象事業年度 個人第11期 25,000千円×9/12
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（３）企業合併に伴い合併時経審等を受ける場合　　　 　　　 
（例１）吸収合併の場合で合併時経審を受ける場合 
 (１)合併日までの決算が確定している場合(完工高２年平均選択) 
  ＜例＞ 
   第１０期 第１１期 第１２期  
   １２か月 １２か月 ６か月  
  　Ａ社  
  (存続会社)   完成工事高(建築) 完成工事高(建築) 完成工事高(建築) 
   450,000千円 550,000千円 330,000千円
  　決算日     H31.3.31            R2.3.31           R3.3.31         　    合併日     
                                                                                    　R3.10.1 
   第２０期 第２１期 第２２期 
   １２か月 １２か月 ３か月
    Ｂ社 
  (消滅会社) 完成工事高(建築) 完成工事高(建築) 完成工事高(建築) 
   250,000千円 180,000千円 40,000千円
    決算日          R1.6.30           R2.6.30              R3.6.30

  
  

  ＜計算方法等＞ 
  ○　審査基準日 
    合併の日となるため、令和３年１０月１日となる。（申請書カラム０４に記入） 
  　完成工事高は下記の例により、Ａ社とＢ社の完成工事高を合算する。

  

  ○　審査対象事業年度の完成工事高 
   

   ◇算定式 
     存続会社であるＡ社の第１２期の完成工事高

   
   

    例１(１)の場合の審査対象事業年度の完成工事高＝330,000千円
  

  ○　前審査対象事業年度の完成工事高 
   

   ◇算定式 
    (Ａ社の第11期の完成工事高＋ 
   　　　　  (Ａ社の第10期の完成工事高×((12か月－Ａ社の第12期の月数(６か月))÷12か月))) 
                                                 ＋ 
    (Ｂ社の第22期の完成工事高＋Ｂ社の第21期の完成工事高＋ 
   　　　　　(Ｂ社の第20期の完成工事高×((12か月－Ｂ社の第22期の月数(３か月))÷12か月)))

  
  

   例１(１)の場合の前審査対象事業年度の完成工事高＝ 
 　　 　550,000千円＋450,000千円×6／12＋ 
 　　　　　　　　　　　　   40,000千円＋180,000千円＋250,000千円×9/12＝1,182,500千円
 
 

 ＜記載例＞
 項番      　　　　　  審査対象事業年度の前審査対象事   （審査対象事業年度）          　  完成工事高計
 　　　　　　　　　　  業年度又は前々審査対象事業年度 　　　　　　　　　　　　　　　　　　  算基準の区分

   
 ３ １   自３ ０ 年 １ ０ 月　至 ０ ２ 年 ０ ３ 月  自０ ２ 年 ０ ４ 月  至 ０ ３ 年 ０ ９ 月  １ 

   
 審査対象事業年度の 第10期　30年４月～31年３月 　＜消滅会社＞                       １.2年平均 
 前審査対象事業年度 第11期　31年４月～02年３月    　第20期　01年7月～02年6月        ２.3年平均 
 審査対象事業年度の    　第21期　02年7月～03年6月 
 前々審査対象事業年度      第22期　03年7月～03年9月
 
       業種コード   工 事 種 類 別 完 成 工 事 高     工 事 種 類 別 完 成 工 事 高
 ３ ２  ０ ２ ０  ０, ０ 　 １, １ ８ ２,５ ０ ０ (千円)   ０, ０ ０ ０, ３ ３ ０, ０ ０ ０ (千円) 

  
 審査対象事業年度の 第10期　450,000千円×6/12    ＜消滅会社＞ 
 前審査対象事業年度 第11期  550,000千円   第20期　250,000千円×9/12 
 審査対象事業年度の   第21期  180,000千円       
 前々審査対象事業年度   第22期   40,000千円
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 (２)合併日までの決算が確定していない場合(完工高２年平均選択) 
  ＜例＞ 
   第１０期 第１１期 第１２期 
   １２か月 １２か月 ３か月
    Ａ社 
  (存続会社)           完成工事高(建築) 完成工事高(建築) 完成工事高 
   300,000千円 500,000千円 未算出
  　決算日 　　　   H31.3.31          R2.3.31           R3.3.31      
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合併 
                                                                  R3.6.30                  
  第２０期 第２１期  　　第２２期                         
  １２か月 １２か月 ６か月                         
   Ｂ社                      
 (消滅会社) 完成工事高(建築) 完成工事高(建築) 完成工事高 
  180,000千円 150,000千円 未算出
   決算日     H30.12.31         R1.12.31 　      R2.12.31          
 
 

 ＜計算方法等＞ 
 ○　審査基準日 
   合併の日となるため、令和３年６月３０日となる。（申請書カラム０４に記入） 
 　完成工事高は下記の例により、Ａ社とＢ社の完成工事高を合算する。
 

 ○　審査対象事業年度の完成工事高 
  

  ◇算定式 
    存続会社であるＡ社の第11期の完成工事高

  
           
   例１(２)の場合の審査対象事業年度の完成工事高＝500,000千円
 

 ○　前審査対象事業年度の完成工事高 
  

  ◇算定式 
  Ａ社の第10期の完成工事高 
  ＋ 

 　 Ｂ社の第21期の完成工事高＋Ｂ社の第20期の完成工事高× 
   　　　　　　　  Ａ社の第10期の始期からＢ社の第20期の終期までの月数(９か月)÷12か月
 
 

  例１(２)の場合の前審査対象事業年度の完成工事高＝ 
                                300,000千円＋ 150,000千円＋180,000千円×9/12＝585,000千円

＜記載例＞
項番      　　　　　  審査対象事業年度の前審査対象事   （審査対象事業年度）          　  完成工事高計
　　　　　　　　　　  業年度又は前々審査対象事業年度 　　　　　　　　　　　　　　　　　　  算基準の区分

  
３ １   自３ １ 年 ０ ４ 月　至 ０ ２ 年 ０ ３ 月  自０ ２ 年 ０ ４ 月  至 ０ ３ 年 ０ ３ 月  １ 

  
審査対象事業年度の  　＜消滅会社＞                       １.2年平均 
前審査対象事業年度 第10期　31年４月～02年３月    　第20期　31年1月～01年12月       ２.3年平均 
審査対象事業年度の    　第21期　02年1月～02年12月 
前々審査対象事業年度      

      業種コード   工 事 種 類 別 完 成 工 事 高     工 事 種 類 別 完 成 工 事 高
３ ２  ０ ２ ０  ０, ０ 　 　, ５ ８ ５,０ ０ ０ (千円)   ０, ０ ０ ０, ５ ０ ０, ０ ０ ０ (千円) 

 
 審査対象事業年度の   ＜消滅会社＞

前審査対象事業年度  第10期  300,000千円   第20期　180,000千円×9/12 
審査対象事業年度の   第21期  150,000千円       
前々審査対象事業年度   
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（例２）吸収合併の場合で合併後最初の決算が終了したとき(完工高２年平均選択) 
 

  ＜例＞ 
   第１０期 第１１期            第１２期  
   １２か月 １２か月 １２か月
    Ａ社 
  (存続会社)   完成工事高(建築) 完成工事高(建築) 完成工事高(建 築) 
   450,000千円 550,000千円 900,000千 円 
  　決算日     H30.3.31            H31.3.31           R2.3.31      R3.3.31 

   

   第２０期 第２１期 第２２期 
   １２か月 １２か月 ３か月
    Ｂ社 
  (消滅会社) 完成工事高(建築) 完成工事高(建築) 完成工事高(建築) 
   250,000千円 180,000千円 40,000千円
    決算日          H30.6.30           R01.6.30           R02.6.30           合併日(R2.10.1)

  
  

  ＜計算方法等＞ 
  ○　審査基準日 
    合併後の最初の決算日となるため、令和３年３月３１日となる。（申請書カラム０４に記入） 
  　完成工事高は下記の例により、Ａ社とＢ社の完成工事高を合算する。

  

  ○　審査対象事業年度の完成工事高 
   

   ◇算定式 
     存続会社であるＡ社の第１２期の完成工事高

   
   

    例２の場合の審査対象事業年度の完成工事高＝900,000千円
  

  ○　前審査対象事業年度の完成工事高 
   

   ◇算定式 
   Ａ社の第11期の完成工事高 
   ＋ 
    Ｂ社の第22期の完成工事高＋Ｂ社の第21期の完成工事高＋Ｂ社の第20期の完成工事高× 
   　　　　　　　　 Ａ社の第11期の始期からＢ社の第20期の終期までの月数(３か月)÷12か月

   
  

   例２の場合の前審査対象事業年度の完成工事高＝ 
 　　 550,000千円＋40,000千円＋180,000千円＋250,000千円×3/12＝832,500千円
 
 

 ＜記載例＞
 項番      　　　　　  審査対象事業年度の前審査対象事   （審査対象事業年度）          　  完成工事高計
 　　　　　　　　　　  業年度又は前々審査対象事業年度 　　　　　　　　　　　　　　　　　　  算基準の区分

   
 ３ １   自３ １ 年 ０ ４ 月　至 ０ ２ 年 ０ ３ 月  自０ ２ 年 ０ ４ 月  至 ０ ３ 年 ０ ３ 月  １ 

   
 審査対象事業年度の  　＜消滅会社＞                       １.2年平均 
 前審査対象事業年度 第11期　31年４月～02年３月    　第20期　30年7月～01年6月        ２.3年平均 
 審査対象事業年度の    　第21期　01年7月～02年6月 
 前々審査対象事業年度      第22期　02年7月～02年9月
 
       業種コード   工 事 種 類 別 完 成 工 事 高     工 事 種 類 別 完 成 工 事 高
 ３ ２  ０ ２ ０  ０, ０ 　 　, ８ ３ ２,５ ０ ０ (千円)   ０, ０ ０ ０, ９ ０ ０, ０ ０ ０ (千円) 

  
 審査対象事業年度の     ＜消滅会社＞ 
 前審査対象事業年度  第11期  550,000千円   第20期　250,000千円×3/12 
 審査対象事業年度の   第21期  180,000千円       
 前々審査対象事業年度   第22期   40,000千円
 
 



③様式第２５号の１４別紙２　技術職員名簿（２０００５帳票）
別紙二

CPD単位
取得数

８ ２

８ ２30 年 月 日

29 年

８ ２

月 日

月

28 年 月 日

27 年

８ ２

日 ８ ２

２

26 年 月 日

25 年 月 日 ８

24 年 月 日 ８ ２

月23 年

８ ２

日 ８ ２

２

22 年 月 日

21 年 月 日 ８

20 年 月 日 ８ ２

月19 年

８ ２

日 ８ ２

２

18 年 月 日

17 年 月 日 ８

16 年 月 日 ８ ２

月15 年

８ ２

日 ８ ２

２

14 年 月 日

13 年 月 日 ８

12 年 月 日 ８ ２

月11 年

８ ２

日 ８ ２

２

１ 3 1

10 年 月 日

第　△△△　号

９ 年

１ ３ １

月 日 ８

８ ○田　八郎 昭和２６ 年 １０ 月 １０ 日 ２ ９ １６８ ８ ２ ０ １ １

７ ○ △田　七郎 昭和３９ 年 ８

４６ ８ ２

０ １ １ １ ３ １月 ８ 日 ５５ ８ ２

２

第　×××　号０ ５ １ １ ３ １

６ 凸田　六郎 昭和４８ 年 ２ 月 ２２ 日

５ ☆谷　五郎 昭和５０ 年 ７ 月 １０ 日 ４４ ８

３８ ８ ２４ △沢　四郎 昭和５６ 年 １２ 月 １ 日

月 ２１ 日 ３２ ８ ２３ □川　三郎 昭和６２ 年 １２

３１ ８ ２

１ ○ ○野　一郎 平成３ 年 １

２ ×山　二郎 昭和６３ 年 ６ 月 ６ 日

業種
コード

有資格
区分
コード

講

習

受

講

監理技術者資格者証
交付番号

3 5 10

頁

月 ３ 日 ２８ ８ ２

（用紙Ａ４）

２ ０ ０ ０ ５

通番

新
規
掲
載
者

氏　　　　　名 生　年　月　日

審査
基準日
現在の
満年齢

業種
コード

有資格
区分
コード

技　術　職　員　名　簿

項 番 3 5

頁 数 ８ １ ０ ０ １

講

習

受

講

・下記に記載する技術者は、「審査基準日以前に６か月を超える恒常的雇用関係がある者」に限定されます。

技術職員１人につき2業種まで申請可

（2業種の考え方）

・ 1資格で2業種選択でもＯＫ

例：土木施工管理技士→土木・とび

この場合、同じ有資格区分コードを２箇所に記入

・ ２資格で１業種ずつを選択でもＯＫ

例：土木施工管理技士・建築施工管理技士→土木・建築

※１つの業種について、２資格で申請することはできません。

監理技術者資格者証

の交付を受けている

者について記載してく

ださい。

有資格区分コードは、Ｐ９１からの

表を参照し、該当するコードを記載

してください。

「業種コード」は、Ｐ５９の表を参照し、該当するコードを記載

してください。

なお、加点する業種は、再審査により修正することはできま

せんので、選択する業種を十分に検討して記載してください。

（記載例）

△田 七郎さんの例： 一級土木施工管理技士（コード「１１３」）を所持。

一級土木施工管理技士の資格で「土木一式工事（０１）」と「とび・土工・コンクリート工事（０５）」の２業種を選択。

「講習受講」欄について

申請する業種について、次の①から③の要件を全て満たす場合は「１」を、

それ以外の場合は「２」を記入

① 法第15条第2号イに該当する者であること（１級国家資格者相当）

② 監理技術者資格者証の交付を受けていること

③ 建設業法第26条の６から第26条の８までの規定による講習の修了日から５年後の12月31

日までの間に審査基準日が含まれていること。

上記①であることの証明となる資格者証等の写しに加え、監理技術者資格者証、

監理技術者講習修了証の写しを徴求して確認。

当事業年度開始日（平成３１年１月１日）

の直前１年以内に技術職員となった者に○を付す。

※評価対象は３５歳未満の技術職員のみ。

例：（審査基準日）

令和元年１２月３１日

（申請書提出日）

令和２年６月１日
審査基準日（例：令和元年１２月３１日）

時点の満年齢を記載する。

記載例

若年技術職員 ３名

満年齢が上がるのは誕生日の前日です。

例）審査基準日令和元年１２月３１日においては生年月日が

・昭和６０年１月１日以前の者は満３５歳以上

・昭和６０年１月２日以降の者は満３５歳未満

「ＣＰＤ単位取得数」の欄には、技術者がＣＰＤ認定団体によって修得を認定された単位数（ＣＰＤ受講証明書により確認。）を、「告示別

表１８」８０ＰのＣＰＤ認定団体の右欄に記載してある数値で除し（÷）、３０を乗じた（×）数値を記載します。ただし、１人当たりの単位取

得数の上限は、３０単位までです。
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別紙二

月

監理技術者資格者証
交付番号

月

月

月

月

月

日

30 ８ ２

29 年 月

年 日

８ ２

日

28 ８ ２

27 年 月

年 日

８ ２

日

26 ８ ２

25 年 月

年 日

８ ２

日

24 ８ ２

23 年 月

年 日

８ ２

日

22 ８ ２

21 年 月

年 日

８ ２

日

20 ８ ２

19 年 月

年 日

８ ２

８ ２日

18 ８ ２

17 年 月

年 月 日

16 ８ ２

15 年 月

年 月 日

８ ２

８ ２日

14 ８ ２

13 年 月

年 月 日

日12 ８ ２

11 ８ ２

年 月

10 ８ ２年 月 日

８ ２日

９ ８ ２

８ 年 月

年 月 日

８ ８日

７ ８ ２

６ 年 月

年 月 日

８ ２日

５ ８ ２

４ 年 月

年 月 日

３ ８ ２

２ ８ ２年 月 日

日年 月

１ ８ ２

業種
コード

新
規
掲
載
者

氏　　　　　名 生　年　月　日

審査
基準日
現在の
満年齢

有資格
区分

コード

3 5 10

頁

通番
業種

コード

有資格
区分

コード

講

習

受

講

項 番 3 5

頁 数 ８ １

（用紙Ａ４）

２ ０ ０ ０

講

習

受

講

CPD単位
取得数

５

日

年 月 日

※雇用期間６か月超の考え方

技　術　職　員　名　簿

年 月 日

審査基準日以前に６ヶ月を超える恒常的雇用関係がある者に限定されました。

※確認資料が必要です。
6ヶ月超の雇用期間を確認するため以下の資料を提出してください。

・健康保険加入者：健康保険証の写しで、資格取得日から審査基準日までの期間が６ヶ月超のもの。

・雇用保険加入者：雇用保険被保険者資格取得等確認通知証の写しで、資格取得日から審査基準日までの期間が６ヶ月超のもの。

・上記の未加入者：給与支給明細書又は出勤簿の写しで、雇用日から審査基準日までの期間が６ヶ月超であること。

高年齢者雇用安定法の継続雇用制度対象者も評価対象となりました。（６ヶ月を超える恒常的雇用関係がある者）

※確認資料が必要です。
高年齢者雇用安定法の継続雇用制度対象者については以下の資料を提出してください。

・継続雇用制度技術職員名簿（様式第３号）

・常時10人以上の労働者を使用する企業の場合には、併せて継続雇用制度について定めた労働基準監督署の受付印のある就業規則

○雇用期間6ヶ月超の考え方 ※審査基準日が令和元年12月31日の例

審査基準日
R1.12.31

以前より雇用＝対象

雇用開始日
R1.9. 1

6ヶ月超には不足雇用開始日
R1. 5.31

6ヶ月超対象

※12/31審査基準日の場合の6ヶ月前は7/1となり、その日から1日遡った6/30からの雇用期間が

必要となります。
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○　記載要領 

　１　技術者名簿の作成にあたって 

　　申請書のカラム０ ４「審査基準日」に記入した日（以下「審査基準日」という。）において在

籍する技術職員に該当する者全員について作成してください。なお、一人の技術職員につき技術

職員として申請できる建設業の種類の数は２までとします。 

　２　カラム６ １  「頁数」の欄 

　「頁数」の欄は、頁番号を記入すること。例えば技術職員名簿の枚数が３枚目であれば０ ０ 

３、12 枚目であれば０ １ ２のように、カラムに数字を記入するに当たつて空位のカラムに「０」

を記入してください。 

  ３　「新規掲載者」の欄 

　　  「新規掲載者」の欄は、審査対象年内に新規に技術職員となった者につき、○印を記入してく

　  ださい。 

  ４　「審査基準日現在の満年齢」の欄 

　　  「審査基準日現在の満年齢」の欄は、当該技術職員の審査基準日時点での満年齢を記入してく

　　ださい。  

　５　「業種コード」の欄 

      「業種コード」の欄は、経営規模等評価等対象建設業のうち、技術職員の数の算出において対

象とする建設業の種類を次の表から２つ以内で選び該当するコードを記入してください。   

ｺｰﾄﾞ 建設業の種類 ｺｰﾄﾞ 建設業の種類 ｺｰﾄﾞ 建設業の種類

０１ 土木工事業 １１ 鋼構造物工事業 ２１ 熱絶縁工事業 

０２ 建築工事業 １２ 鉄筋工事業 ２２ 電気通信工事業 

０３ 大工工事業 １３ 舗装工事業 ２３ 造園工事業 

０４ 左官工事業 １４ しゆんせつ工事業 ２４ さく井工事業 

０５ とび・土工工事業 １５ 板金工事業 ２５ 建具工事業 

０６ 石工事業 １６ ガラス工事業 ２６ 水道施設工事業 

０７ 屋根工事業 １７ 塗装工事業 ２７ 消防施設工事業 

０８ 電気工事業 １８ 防水工事業 ２８ 清掃施設工事業 

０９ 管工事業 １９ 内装仕上工事業 ２９ 解体工事業 

１０ タイル・れんが・ブロック工事業 ２０ 機械器具設置工事業  

　６「有資格区分コード」の欄 

　　「有資格区分コード」の欄は、技術職員が保有する資格のうち、「業種コード」の欄で記入したコ

ードに対応する建設業の種類に係るものについて「技術者一覧表」（P91～P93）に従い、該当する

コードを記入してください。 

 

　 



- 60 -

　７　「講習受講」の欄 

     「講習受講」の欄は、建設業法第15条第２号イに該当する者が、法第27条の18第１項の規定によ

り監理技術者資格者証の交付を受けている場合であって、法第26条の６から第26条の８までの規

定により国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した場合は「１」を、その他の場合は「２」を

記入してください。 

　８　「監理技術者資格者証交付番号」の欄 

　　「監理技術者資格者証交付番号」の欄は、法第27条の18第１項の規定により監理技術者資格者証

の交付を受けている者についてその交付番号を記入してください。 

　９　「ＣＰＤ単位取得数」の欄 

　　「ＣＰＤ単位取得数」の欄は、第７条第２号イ、ロ若しくはハ又は同法第15条第２号イ、ロ若し

くはハに規定する者又は１級若しくは２級の第一次検定に合格した者が、審査基準日から１年以

内に取得したＣＰＤ（建設工事の施工の管理に従事する者を対象としてその能力の向上を目的と

して行われる継続学習をいう。以下同じ。）の単位数を記入してください。 

　　※ＣＰＤ単位取得数の数値を求める計算方法については、「告示別表第20」P86をご覧になり、「ＣＰＤ

受講証明書」に記載された修得数から求めた数値を記入してください。 

　　　ただし、算入できるＣＰＤ単位数は一人当たり３０単位を上限とします。 



④様式第２５号の１４別紙３　その他審査項目（２０００４帳票）
別紙三

建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況

雇用保険加入の有無

健康保険加入の有無

厚生年金保険加入の有無

〔1.該当、2.非該当 〕

建設業の営業継続の状況

〔1.有、2.無 〕

防災活動への貢献の状況

法令遵守の状況

建設業の経理の状況

研究開発の状況

建設機械の保有状況

国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況

（用紙Ａ４）

２ ０ ０ ０ ４

3

４ ２ 〔1.有、2.無、3.適用除外 〕

3

その他の審査項目（社会性等）

項 番 3

４ １ 〔1.有、2.無、3.適用除外 〕

４ ３ 〔1.有、2.無、3.適用除外 〕

3

建設業退職金共済制度加入の有無 ４ ４ 〔1.有、2.無 〕

3

法定外労働災害補償制度加入の有無 ４ ６ 〔1.有、2.無 〕

3

退職一時金制度若しくは企業年金制度導入の有無 ４ ５ 〔1.有、2.無 〕

3 新規若年技術職員数(Ｃ) 新規若年技術職員の割合(Ｃ／Ａ)

3 技 術 職 員 数 ( Ａ ) 若 年 技 術 職 員 数 ( Ｂ ) 若年技術職員の割合(Ｂ／Ａ)

(人)

新規若年技術職員の育成及び確保 ４ ８ 〔1.該当、2.非該当 〕

(人)若年技術職員の継続的な育成及び確保 ４ ７

(人)

,

3 5 10 11 15

（人）

10

（単位） 技術者数
,

技能レベル向上者数 ５ ０
,

,
CPD単位取得数 ４ ９

（人） 技能者数

3 5 9 15 20

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づ
く認定の状況

５ １
  1.えるぼし認定（1段階目）、2.えるぼし認定（2段階目）、
  3.えるぼし認定（3段階目）、4.プラチナえるぼし認定   、5.非該当

3

（人）

3

（人） 控除対象者数
,,

青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定の状況 ５ ３ 〔1.ユースエール認定、2.非該当 〕

3

次世代育成支援対策推進法に基づく認定の状況 ５ ２ 〔1.くるみん認定、2.トライくるみん認定、3.プラチナくるみん認定、4.非該当 〕

3

営業年数 ５ ５

建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要
な措置の実施状況

５ ４ 〔1.「全ての建設工事で実施」に該当、2.「全ての公共工事で実施」に該当、3.非該当 〕

3 5 初めて許可（登録）を受けた年月日 休業等期間 備考（組織変更等）

（年）
昭和
平成
令和

   年     月     日 年　　　　か月

3 再生手続又は更生手続開始決定日 再生計画又は更生計画認可日 再生手続又は更生手続終結決定日

     年     月     日

3

防災協定の締結の有無 ５ ７ 〔1.有、2.無 〕

民事再生法又は会社更生法の適用の有無 ５ ６ 令和    年     月     日

3

営業停止処分の有無 ５ ８ 〔1.有、2.無 〕

令和      年     月     日 令和

3

監査の受審状況 ６ ０
  1.会計監査人の設置、2.会計参与の設置、
  3.経理処理の適正を確認した旨の書類の提出、4.無

3

指示処分の有無 ５ ９ 〔1.有、2.無 〕

二級登録経理試験合格者等の数 ６ ２
,

3 5

公認会計士等の数 ６ １
,

（人）

審 査 対 象 事 業 年 度 審査対象事業年度の前審査対象事業年度

3 5 10

（人）

3 5

,
研究開発費（２期平均） ６ ３

, ,
（千円） (千円)

’ ’ ’ ’ ’ ’

(千円)

（台）

3

エコアクション２１の認証の有無 ６ ５ 〔1.有、2.無 〕

3 5

建設機械の所有及びリース台数 ６ ４

3

ＩＳＯ１４００１の登録の有無 ６ ７ 〔1.有、2.無 〕

3

ＩＳＯ９００１の登録の有無 ６ ６ 〔1.有、2.無 〕

健康保険の被保険者の適用除外の承認を受けて全国建設工事

業国民健康保険組合や全国土木建築国民健康保険組合などの

国民健康保険組合に加入している場合は、健康保険については

「３．適用除外」となります。（減点なし）

当該制度のうち、

制度を１つ以上導入している場合は「１」を、

いずれの制度も導入していない場合は「２」を記入します。

下記56カラムで「１」を入力した者が、再生（更生）期間終了後（再生（更生）手続終結決定日

以後）は、ゼロ年からスタートになります。

法的整理（民事再生法、会社更生法）の申立を平成２３年４月１日以降に行い、手続開始の決定

を受けた場合、「１」を記入します。

それ以外の場合は、「２」を記入します。

以下の区分により記入（審査基準日時点）

「１」…会計監査人の設置を行っている場合（監査報告書において、無限定適正意見、限定付適正意

見が表明された場合に加点）

「２」…会計参与の設置を行っている場合（会計参与報告書が作成されている場合に加点）

「３」…次の者のいずれか（社内の者に限ります。）が経理処理の適正を確認した旨の書類（経審通知

に規定、国交省ＨＰに掲載）に自らの署名を付したものを提出している場合 ・公認会計士、税理士 ・

登録計理士講習実施機関に登録された１級登録経理士

「４」…上記以外

「監査の受審状況」欄において「１」を記載した場合のみ、２期平均の額を記入します。

それ以外の場合は、「０」を記入開発費５，０００万円以上から加点対象となります。

規則別記様式第17号の2注記表に

記載された研究開発費の額を記載

します。

・審査基準日において、自ら所有し、又はリース契約（審査基準日から１年７か月以上の使用期間が定められているものに限る。）により使用す

るショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル、モーターグレーダー（建設機械抵当法施行令別表に規定するもの）、ダンプ車及び移動

式クレーン、締固め用機械、解体用機械について、台数の合計を記入します。・建設機械の保有状況一覧表（別表１）も提出してください。

エコアクション２１、国際標準化機構第９００１号（品質管理）、第１４００１号（環境管理）に登録されている場合

（登録範囲に建設業が含まれていない場合及び登録範囲が一部の支店等に限られている場合を除く。）は、

「１」を、登録されていない場合は「２」を記入します。

49 CPD単位：技術職員名簿及びCPD単位を取得した技術職員名簿に記載したCPD単位取得数の合計を記入

技術者数：技術職員名簿及びCPD単位を取得した技術職員名簿に記載されている人数の合計を記入

50 レベル向上者数：技能者名簿で「レベル向上」欄に○印が記載されている者の数を記入

技能者数 ：技能者名簿に記載されている人数を記入

控除対象者数 ：技能者名簿で「控除対象者」欄に○印が記載されている者の数を記入

令和５年８月１４日以降を審査基準日とする経審から評価対象となります。

51～53 認定取得：審査基準日において取得している認定があれば１～４を記入してください

 
6
 
 1
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○　記載要領 

１　カラム４ １「雇用保険加入の有無」の欄 

　被保険者となる従業員全ての方について雇用保険に加入している場合は「１」を、加入してい

ない場合は「２」を、被保険者となる従業員が１人もいない等のため雇用保険の適用が除外され

る場合は「３」を記入してください。 

２　カラム４ ２「健康保険の有無」の欄 

　被保険者となる従業員全ての方について健康保険に加入している場合は「１」を、加入してい

ない場合は「２」を、個人事業者でかつ従業員が４人以下である等のため健康保険の適用が除外

される場合は「３」を記入してください。 

３　カラム４ ３「厚生年金保険加入の有無」の欄 

　被保険者となる従業員全ての方について厚生年金保険に加入している場合は「１」を、加入し

ていない場合は「２」を、個人事業者でかつ従業員が４人以下である等のため厚生年金保険の適

用が除外される場合は「３」を記入してください。 

４　カラム４ ４「建設業退職金共済制度加入の有無」の欄 

　　審査基準日において、勤労者退職金共済機構との間で、特定業種退職金共済契約を締結してい

る場合は「１」を、締結してない場合は「２」を記入してください。 

５　カラム４ ５「退職一時金制度もしくは企業年金制度導入の有無」の欄 

　　審査基準日において、次のいずれかに該当する場合は「１」を、いずれにも該当しない場合は

「２」を記入してください。 

（１）労働協約若しくは就業規則に退職手当の定めがあること又は退職手当に関する事項について

の規則が定められていること。 

　（２）勤労者退職金共済機構との間で特定業種退職金共済契約以外の退職金共済契約が締結されて

いること。 

　（３）所得税法施行令（昭和 40 年政令第 96 号）に規定する特定退職金共済団体との間で退職金共

済についての契約が締結されていること。 

　（４） 厚生年金基金が設立されていること。 

　（５） 法人税法（昭和 40 年法律第 34 号）に規定する適格退職年金の契約が締結されていること。 

　（６）確定給付企業年金法（平成 13 年法律第 50 号）に規定する確定給付企業年金が導入されてい

ること。 

　（７）確定拠出年金法（平成 13 年法律第 88 号）に規定する企業型年金が導入されていること。 

６　カラム４ ６「法定外労働災害補償制度加入の有無」の欄 

　　審査基準日において、（公財）建設業福祉共済団、（一社）全国建設業労災互助会、全日本火災

共済協同組合連合会等、（一社）全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で、労働者災害

補償保険法（昭和 22 年法律第 50 号）に基づく保険給付の基因となつた業務災害及び通勤災害（下

請負人に係るものを含む。）に関する給付についての契約を、締結している場合は「１」を、締結

していない場合は「２」を記入してください。 
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７　カラム４ ７「若年技術職員の継続的な育成及び確保」の欄 

　　　審査基準日において、満 35 歳未満の技術職員の人数が技術職員の人数の合計 15 ％以上に該当

　　する場合は「１」を、該当しない場合は「２」を記入してください。また、「技術職員数」の欄に 

　　は別紙二の技術職員名簿に記載した技術職員の合計人数を、「若年技術職員数」の欄には、審査基

　　準日において満 35 歳未満の技術職員の人数を、「若年技術職員の割合」の欄には「若年技術職員

　　数」の欄に記載した数値を「技術職員数」の欄に記載した数値で除した数値を百分率で表し、記

　　入してください。 

　８　カラム４ ８「新規若年技術職員の育成及び確保」の欄 

　　　審査基準日において、満 35 歳未満の技術職員のうち、審査対象年内に新規に技術職員となった

　　人数が技術職員の人数の合計の１％以上に該当する場合は「１」を、該当しない場合は「２」を

　　記入してください。また、「新規若年技術職員数」の欄には、別紙二の技術職員名簿に記載された

　　技術職員のうち、「新規掲載者」欄に○が付され、審査基準日において満 35 歳未満のものの人数

　　を、「新規若年技術職員の割合」欄には「新規若年技術職員数」の欄に記載した数値を前項「技術

　　職員数」の欄に記載した数値で除した数値を百分率で表し、記入しください。 

　９　カラム４ ９「ＣＰＤ単位取得数」の欄 

　　　「ＣＰＤ単位取得数」の欄は、審査基準日以前１年のうちに取得したＣＰＤの単位数（算入　

　　　できるＣＰＤ単位数は１人当たり 30 単位を上限とする。）の合計数を記載してください。 

　　　※計算方法は、P86「告示別表第 20」に記載あり。また、P87 様式第 4 号「ＣＰＤ単位を取得し

　　　　た技術者名簿(確認書類 31)」の CPD 単位総計となります。 

　　　　「技術者数」の欄は、監理技術者になる資格を有する者、主任技術者になる資格を有する者、

　　　　一級技士補及び二級技士補の数の合計となることから、「技術職員名簿(提出書類 5)」に記載 

　　　　されている上記資格を有する者と P87 様式第 4 号「ＣＰＤ単位を取得した技術者名簿(確認書

　　　　類 31)」に記載された者の合計数を記入してください。 

１０　カラム５ ０「技能レベル向上者数」の欄 

　　　「技能レベル向上者数」の欄は、「技能者数」の欄に記載した数に含まれる者が審査基準日以前

　　３年のうちに国土交通大臣が定める建設技能者の能力評価制度により受けた評価（以下この10に

　　おいて「認定能力評価」という。）の区分が審査基準日の３年前の日において受けている評価の区

　　分より１以上上位であった技能者の数を記入してください。 

※ P88 様式第５号「技能者名簿」の「レベル向上の有無」の欄に○印がつけられた者の合計数

が記入されます。 

　　　「技能者数」の欄は、審査基準日において審査基準日以前３年のうちに建設工事の施工に従事

した者であつて規則第 14 条の２第２号チ又は同条第４号チに規定する建設工事に従事する者に

該当する者の数から建設工事の施工の管理のみに従事した者の数を除いた数を記入してくださ

い。（作業員名簿に記載された継続的な雇用をされている者の数） 

※ P86 様式第５号「技能者名簿」に記載された者の合計数が記入されます。 

　　　「控除対象者」欄は、審査基準日以前３年のうちに認定能力評価により評価が最上位の区分に

該当するとされた者の数を記載することとします。 
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※ P88 様式第５号「技能者名簿」の「控除対象」の欄に○印がつけられた者の合計数が記入さ

れます。 

１１　 カラム５ １「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定の状況」の欄 

　 　  審査基準日において、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成27年法律第64号）

　　に基づく「えるぼし認定（第１段階目）」を受けている場合は「１」を、「えるぼし認定（第２段 

　　階目）」を受けている場合は「２」を、「えるぼし認定（第３段階目）」を受けている場合は「３」 

　　を、「プラチナえるぼし認定」を受けている場合は「４」を、いずれの認定も受けていない場合は 

　　「５」を記入してください。 

１２　カラム５ ２　「次世代育成支援対策推進法に基づく認定の状況」の欄 

　   審査基準日において、次世代育成支援対策推進法（平成15年法律第120号）に基づく「くるみん認

　定」を受けている場合は「１」を、「トライくるみん認定」を受けている場合は「２」を、「プラチ

　ナくるみん認定」を受けている場合は「３」を、いずれの認定も受けていない場合は「４」を記入

　してください。 

１３　カラム５ ３ 「青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定の状況」の欄 

　 　 審査基準日において、青少年の雇用の促進等に関する法律（昭和45年法律第98号）に基づく「ユ  

  ースエール認定」を受けている場合は「１」を、受けていない場合は「２」を記入してください。 

１４ カラム５ ４ 「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」の欄 

　 　 審査基準日以前１年のうちに発注者から直接請け負つた工事のうち、国土交通大臣が定める建設

　工事以外の全ての建設工事において建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置 

　として国土交通大臣が定めるものを実施した場合は「１」を、国土交通大臣が定める公共工事以外 

　の全ての公共工事において当該措置を実施した場合は「２」を、いずれにも該当しない場合は「３」 

　を記入してください。 

１５　カラム５ ５「営業年数」の欄 

　　　審査基準日までの建設業の営業年数（建設業の許可又は登録を受けて営業を行っていた年数を

いい、休業等の期間を除く。ただし、平成 23 年４月１日以降の申立てに係る再生手続開始の決定

又は更生手続開始の決定を受け、かつ、再生手続終結の決定又は更生手続終結の決定を受けた建

設業者は、当該再生手続終結の決定又は更生手続終結の決定を受けてから営業を行っていた年数

をいい、休業等の期間を除く。）を記入し、表内の年号については不要のものを消してください。 

１６　カラム５ ６「民事再生法又は会社更生法の適用の有無」の欄 

　　　 平成２３年４月１日以降の申立てに係る再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受け、

　　かつ、再生手続終結の決定又は更生手続終結の決定を受けていない場合は「１」を、その他の場

　　合は「２」を記入してください。 

１７　カラム５ ７「防災協定の締結の有無」の欄 

　　　審査基準日において、国、特殊法人等（公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律

（平成 12 年法律第 127 号）第２条第１項に規定する特殊法人等）又は地方公共団体との間で、防

災活動に関する協定を締結している場合は「１」を、締結していない場合は「２」を記入してく

ださい。 
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１８　カラム５ ８「営業停止処分の有無」の欄 

　　　審査対象年において、法第２８条の規定による営業の停止を受けたことがある場合は「１」を、

受けたことがない場合は「２」を記入すること。 

１９　カラム５ ９「指示処分の有無」の欄 

　　　審査対象年において、法第２８条の規定による指示を受けたことがある場合は「１」を、受け

たことがない場合は「２」を記入してください。 

２０　カラム６ ０「監査の受審状況」の欄 

　　　審査基準日において、会計監査人の設置を行っている場合は「１」を、会計参与の設置を行っ

ている場合は「２」を、公認会計士法第 28 条の規定による研修を受講した公認会計士又は所属税

理士会が認定する税理士並びに登録経理講習実施機関に登録された一級登録経理士が経理処理の

適正を確認した旨の書類に自らの署名を付したものを提出している場合は「３」を、いずれにも

該当しない場合は「４」を記入してください。 

２１　カラム６ １「公認会計士等の数」の欄 

      公認会計士法第 28 条の規定による研修を受講した公認会計士又は所属税理士会が認定する研修

　　を受講した税理士の人数を記入してください。（公認会計士及び税理士として登録されていること

　　が前提。） 

　　　一級登録経理試験に合格した者であって、合格した日の属する年度の翌年度の日から起算して

　　５年を経過しないもの又は一級登録経理講習を受講した者であって、受講した日の属する年度の

　　翌年度の開始の日から起算して５年を経過しないものの人数を記入してください。また、平成 28

　　年度以前に１級登録経理試験に合格した者も該当になります。（令和 5 年 3 月までに限る）。 

２２  カラム６ ２「二級登録経理試験合格者の数」の欄 

　　　二級登録経理試験に合格した者であって、合格した日の属する年度の翌年度の日から起算して

５年を経過しないもの又は二級登録経理講習を受講した者であって、受講した日の属する年度の

翌年度の開始の日から起算して５年を超過しないものの人数の合計を記入してください。また、

平成 28 年度以前に２級登録経理試験に合格した者も該当になります。（令和 5 年 3 月までに限

る）。 

２３　カラム６ ３「研究開発費（２期平均）」の欄 

　　　審査対象事業年度及び審査対象事業年度の前審査対象事業年度における研究開発費の額の平均

の額を記入すること。ただし、会計監査人設置会社以外の建設業者はカラムに「０」を記入して

ください。また、表内のカラムに審査対象事業年度及び審査対象事業年度の前審査対象事業年度

における研究開発費の額を記入してください。 

　　　記入すべき金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示してください。 

　　　ただし、会社法（平成 17 年法律第 86 号）第２条第６号に規定する大会社にあっては、百万円

未満の端数を切り捨てて表示することができます。ただし、研究開発費（２期平均）を計算する

際に生じる百万円未満の端数については切り捨てずにそのまま記入してください。 

２４　カラム６ ４「建設機械の所有及びリース台数」の欄 
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　 　 　 審査基準日において、自ら所有し、又はリース契約（審査基準日から１年７月以上の使用期間

が定められているものに限る。）により使用する建設機械抵当法施行令（昭和29年政令第294号）

別表に規定するショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル及びモーターグレーダー、

土砂等を運搬する貨物自動車であつて自動車検査証（道路運送車両法（昭和26年法律第185号）

第60条第１項の自動車検査証をいう。）の車体の形状の欄に「ダンプ」、「ダンプフルトレーラ」

又は「ダンプセミトレーラ」と記載されているもの並びに労働安全衛生法施行令（昭和47年政令

第318号）第12条第１項第４号に掲げるつり上げ荷重が三トン以上の移動式クレーン、同令第13

条第３項第34号に掲げる作業床の高さが二メートル以上の高所作業車、同令別表第７第４号に掲

げる締固め用機械及び同表第６号に掲げる解体用機械について、台数の合計を記入してください。 

２５　カラム６ ５「エコアクション２１の認証」の欄 

　　　審査基準日において、エコアクション２１の認証を取得している場合（認証範囲に建設業が含

まれていない場合及び認証範囲が一部の支店等に限られている場合を除く。）は「１」を、取得

されていない場合は「２」を記入してください。 

２６　カラム６ ６「ＩＳＯ９００１の登録の有無」の欄 

　　　審査基準日において、国際標準化機構第９００１号の規格により登録されている場合（登録範

　　囲に建設業が含まれていない場合及び登録範囲が一部の支店等に限られている場合を除く。）は　

　　「１」を、登録されていない場合は「２」を記入してください。 

２７　カラム６ ７「ＩＳＯ１４００１の登録の有無」の欄 

　　　審査基準日において、国際標準化機構第１４００１号の規格により登録されている場合（登録

　　範囲に建設業が含まれていない場合及び登録範囲が一部の支店等に限られている場合を除く。）は

　　「１」を、登録されていない場合は「２」を記入してください。 

　 

　　  


